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三重県選挙管理委員会告示第 6 号 

令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における各選挙区の選挙長及びその職務を代理すべき者

を次のとおり選任しましたので、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 81 条の規定により告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 

1  選挙長 

選挙区 住 所 氏 名 

三重県第 1 区 津市 長 尾 英 介 

三重県第 2 区 津市 岩 﨑 恭 彦 

三重県第 3 区 四日市市 川 北 睦 子 

三重県第 4 区 鳥羽市 原 田 佳代子 

2  選挙長に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者 

選挙区 住 所 氏 名 

三重県第 1 区 伊勢市 濱 口 麻裕子 

三重県第 2 区 鈴鹿市 水 谷   亨 

三重県第 3 区 津市 三 浪 純 子 

三重県第 4 区 桑名市 倉 口 弘 明 

 

三重県選挙管理委員会告示第 7 号 

令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における選挙分会長及びその職務を代理すべき者を次の

とおり選任しましたので、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 81 条の規定により告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   

1  選挙分会長 

   住 所     氏 名 

  津市     長 尾 英 介 

2  選挙分会長に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者 

   住 所     氏 名 

  桑名市    岡 田   明 

 

三重県選挙管理委員会告示第 8 号 

令和 8 年 2 月 8 日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査分会長及びその職務を代理すべき者を次のと

おり選任しましたので告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 

1  審査分会長 

   住 所     氏 名 

津市     岩 﨑 恭 彦 

2  審査分会長に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者 

   住 所     氏 名 

  津市     羽 田 勇 人 

 

三重県選挙管理委員会告示第 9 号 

 令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における投票所内の氏名等の掲示に名簿届出政党等の名

称等を掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めましたので、公職選挙事務執行規程（平成 7 年三重

県選挙管理委員会告示第 5 号）第 85 条の規定により次のとおり告示します。 
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  令和 8 年 1 月 27 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   

1  くじを行う日時 

  令和 8 年 1 月 27 日（火）午後 6 時 

2  くじを行う場所 

  津市広明町 13 番地 

  三重県庁 2 階 三重県選挙管理委員会室 

 

三重県選挙管理委員会告示第 10 号 

 令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における政見放送の日時を定めるくじを行う日時及び場

所を定めましたので、公職選挙事務執行規程（平成 7 年三重県選挙管理委員会告示第 5 号）第 62 条の規定により

次のとおり告示します。 

  令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   

1  くじを行う日時 

   令和 8 年 1 月 27 日（火）午後 6 時 10 分 

2  くじを行う場所 

   津市広明町 13 番地 

   三重県庁 2 階 三重県選挙管理委員会室 

 

三重県選挙管理委員会告示第 11 号 

令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における選挙公報の掲

載の順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めましたので、公職選挙事務執行規程（平成 7 年三重県選挙管理

委員会告示第 5 号）第 76 条第 2 項の規定により次のとおり告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   

1  衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙公報の掲載の順序を定めるくじ 

(1) くじを行う日時 

令和 8 年 1 月 27 日（火）午後 6 時 20 分 

(2) くじを行う場所 

津市広明町 13 番地 

三重県庁 2 階 三重県選挙管理委員会室 

2  衆議院比例代表選出議員選挙の選挙公報の掲載の順序を定めるくじ 

(1) くじを行う日時 

令和 8 年 1 月 29 日（木）午前 11 時 30 分 

(2) くじを行う場所 

津市広明町 13 番地 

三重県庁 2 階 三重県選挙管理委員会室 

 

三重県選挙管理委員会告示第 12 号 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 77 条第 1 項の規定に基づく令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院小選挙区

選出議員選挙の各選挙区の選挙会の場所及び日時を次のとおり定めましたので、同法第 78 条の規定により告示し

ます。 

令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 

三重県第 1 区 

1 場所 津市広明町 13 番地 

         三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 1 会議室 

2 日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 9 時 

三重県第 2 区 
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1 場所 津市広明町 13 番地 

     三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 2 会議室 

2 日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 9 時 

三重県第 3 区 

1 場所 津市広明町 13 番地 

     三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 1 会議室 

2 日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 9 時 40 分 

三重県第 4 区 

1 場所 津市広明町 13 番地 

     三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 2 会議室 

2 日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 9 時 40 分 

 

三重県選挙管理委員会告示第 13 号 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 77 条第 2 項の規定に基づく令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院比例代表

選出議員選挙の選挙分会の場所及び日時を次のとおり定めましたので、同法第 78 条の規定により告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   

1  場所 津市広明町 13 番地 

      三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 1 会議室 

2  日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 10 時 30 分 

 

三重県選挙管理委員会告示第 14 号 

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和 22 年法律第 136 号）第 27 条第 1 項の規定に基づく第 27 回最高裁判所裁判

官国民審査の審査分会の場所及び日時を次のとおり定めましたので、同法第 34 条において準用する公職選挙法

（昭和 25 年法律第 100 号）第 78 条の規定により告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 

1  場所 津市広明町 13 番地 

      三重県庁 2 階 地域連携・交通部第 2 会議室 

2  日時 令和 8 年 2 月 11 日（水）午前 10 時 30 分 

 

三重県選挙管理委員会告示第 15 号 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 194 条第 1 項の規定による令和 8 年 2 月 8 日執行の衆議院小選挙区選

出議員選挙の各選挙区における候補者 1 人の選挙運動に関する支出金額の制限額を同法第 196 条の規定により次

のとおり告示します。 

令和 8 年 1 月 27 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 

三重県第 1 区 24,315,000 円 

三重県第 2 区 25,032,900 円 

三重県第 3 区 25,212,100 円 

三重県第 4 区 23,267,700 円 
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